
NEWS

子育てするなら三豊が一番！ 子 ど も ・ 子 育 て ・ 笑 顔 の み と よ

ここ み笑 通信え

★4月のお知らせ★

2 月生まれの
赤ちゃん

33人

はじ
めまして

（男の子 14 人
女の子 19 人）

ホームページにも
アクセスしてください!!
http://www.kokoemi.jp/

子育て情報満載!!

ケータイ・スマホは
こちらからアクセス!

❶おなまえ❷生年月日❸両親の名前（町名）
❹メッセージ

申し込み方法　４月９日（月）～２７
日（金）の期間に市ホームページから
申請書をダウンロードし、必要事項を
記入の上、写真を添えて秘書課まで持
参してください。また、メールでお申
し込みの場合は、申請書と写真データ
を添付してhisho@city.mitoyo.lg.jp
までお送りください。▲

申し込み・問い合わせ
秘書課☎73−3001

愛どる募集

※このコーナーの個人情報を営業目的など
　に利用することを禁じます。

6月生まれの

❶
❷
❸
❹

櫻
さくらぎ

木　彩
あゆ

結ちゃん
2017年4月24日
光夫・利枝（財田町）
笑顔いっぱい元気で
優しい子に育ってね
♡

❶
❷
❸
❹

松
まつうら

浦　悠
ゆうせい

成ちゃん
2017年4月19日
紘樹・智慧（三野町）
悠成と過ごす毎日は
とても楽しいよ。生
まれてきてくれてあ
りがとう♡

❶
❷
❸
❹

石
いしざき

崎　桜
おうだい

大ちゃん
2017年4月5日
康博・朝美（財田町）
わんぱく桜大。元気
に大きくな～れ！

❶
❷
❸
❹

田
たい

井　希
のぞみ

ちゃん
2017年4月2日
誠・京子（豊中町）
元 気 い っ ぱ い の 
の ん ち ゃ ん！ モ リ
モ リ 食 べ て 大 き く
なってネ♡

❶
❷
❸
❹

眞
まなべ

鍋　樹
たつき

生ちゃん
2017年4月28日
篤志・かおる（豊中町）
1歳おめでとう☆父
ち ゃ ん み た い に 大
き く！ す く す く 育
ってね♡

❶
❷
❸
❹

泉
いずみ

　奏
かなた

汰ちゃん
2017年4月14日
保臣・リオ（詫間町）
これからもお姉ちゃ
んと仲良く、笑顔い
っぱい元気に育って
ね♡

❶
❷
❸
❹

大
おおいでみず

出水 統
とうり

里ちゃん
2017年4月27日
裕史・百子（詫間町）
すごいスピードで成
長する統里！そんな
統里がみんな大好き
だよ♡

ふぉとぎゃらりぃ 4月
生まれ

❶おなまえ❷生年月日❸両親の名前（町名）
❹メッセージ

対象 日程 受付時間 場所

18歳 ま で の 発 達
障がいや発達の気
になる子どもを持
つ保護者、または
本人（要申し込み）

14日（土）
9：00〜
13：00

三野町
保健

センター28日（土）

発達障がい相談会

▶申し込み・問い合わせ
　NPO法人西讃教育支援ネットワーク（SESネット）
　秋山　 080-4998-1137

対象 日程 受付時間 場所
４カ月児健診

（平成29年12月生まれ）
17日（火）

13：30
〜

13：50

三野町
保健センター

24日（火）
1歳6カ月児健診

（平成28年9月生まれ）
4日（水）

26日（木）
3歳児健診

（平成26年9月生まれ）
5日（木）

12日（木）

乳幼児健診

◎乳幼児健診・相談は子どもの成長や発達を知る節目の時期に実施しています。
　ぜひこの機会に受けましょう。

対象 日程 受付時間
（開始時間） 場所

平成29年6月生まれ
17日（火） 13：00〜

13：10
（13：15）

三野町
保健センター24日（火）

10カ月児相談

対象 日程・時間 場所
18歳未満の子どもと
その保護者

（希望者は23日までに電話で 
お申し込みください）

 24日（火）
13：30〜16：00 市役所3階

◎県の専門員が相談に応じます ◎保護者のみの相談も可能です

児童相談

対象 日程・時間 場所
1歳未満児を持つ家族

（希望者は9〜20日までに 
電話でお申し込みください）

27日（金）
10：30〜11：30

三野町
保健センター

離乳食講習会

対象 日程・時間 場所
16週以降の妊婦

（希望者は9〜20日までに 
電話でお申し込みください）

23日（月）
9：30〜11：00

三野町
保健センター

プレママひろば

▶申し込み・問い合わせ　子育て支援課　☎73−3016

遺児年金支給事業

・市内に住所を有し、｢遺児｣ の親権を行う人
・現に ｢遺児｣ を監護している人
※ ｢遺児｣ とは市内に住所を有する義務教育修了
前の子どもであって、次の各号のいずれかに該当
する人

（1）父母が死亡　（2）父または母が死亡
（3）父母またはその一方が 1 年以上生死不明 
ただし、離婚後に死亡した場合や、離婚後に生死
が分からなくなった場合は該当しません。

遺児 1 人につき年額 12 万円
※年 3 回（7 月・11 月・3 月）支給

子育て支援課または各支所

対 象

対 象

支 給 額

申し込み

利用事業

支 給 額

申し込み

次の対象者には、申請により遺児年金が支
給されます。

現在、遺児年金を受給している人は、4 月 27
日 ( 金 ) までに「遺児年金現況届」の提出が必要
です。該当者には通知します。

使ってみよう！子育て応援サービス券

4月から、子育て応援サービス券の利用期限がなくなります！
これまでに交付された利用期限付きの子育て応援サービス券も、利用期限に関係なく使えるようになります。
※サービス券交付の期限は、これまでと同様に子どもが 3 歳に達する日以後最初の 3 月 31 日までです。

▲

問い合わせ　子育て支援課　☎ 73−3016

毎年4月2日～8日は 発達障害啓発週間 です

いろいろな〝苦手″や
〝困り感″を相談できます！

いろいろな〝苦手″があって、日々の生活や勉
強、仕事でのたくさんの〝困り感″を持っている
人たちがいます。努力が足りないわけでも、親の
しつけができていないわけでもありません。も
ともと生まれ持った性質なので、周囲の気づき
と正しい理解や途切れないサポートが必要です。

何が苦手で、どう工夫して、どうサポートすればいいの
か・・・。一人ひとりに合ったサポートを一緒に考えてい
きませんか？ 気になることがある人や、家族のことで困
っている人は、お気軽にご相談ください。

相談窓口
●福祉課 ☎73−3015　●学校教育課 ☎73−3131
●保育幼稚園課 ☎73−3036
●子育て支援課 ☎73−3016
●県発達障害者支援センターアルプスかがわ 
　☎087−866−6001

忘れ物や
物を無くすこと
が多い

片付けが苦手

同じミス、
失敗を繰り返す

集中が続かない
気がそれやすい

場の雰囲気や
状況、人の気持ち
を察しにくい

じっとして
いられない

仕事の優先順位
が分からない

▶問い合わせ　子育て支援課　☎73−3016

●現況届の提出は忘れずに

ご存知ですか？

市内に住所を有し、3 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までにある子を
養育している保護者

対象児童 1 人につき 3 万円相当（300 円× 100 枚）

子育て支援課、各支所、
みとよファミリー・サポート・センター、すくすく各広場

子育てホームヘルプ事業、乳幼児一時預かり事業、保育所一時預かり事業、
みとよファミリー・サポート・センター事業
※各事業の利用対象年齢に応じて利用できます。

▲ 300 円の利用券が
綴られています


